
 

船舶インシデント調査報告書 

令和４年３月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 令和３年５月２１日 ０８時２９分ごろ 

発生場所 山口県防府市三
み

田
た

尻
じり

中
なかの

関
せき

港三田尻地区 

 三田尻中関港築
つき

地
じ

東防波堤南灯台から真方位３１７°１.８海里付

近 

 （概位 北緯３４°０２.２′ 東経１３１°３５.３′） 

インシデントの概要  貨物船竜
たつ

良
りょう

は、着岸作業中、船尾錨のワイヤロープが推進器に絡

まり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年８月３０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 竜良、５９８トン 

 １４３９６４、藤井汽船有限会社 

乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ５、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 防府市には、５月２０日０４時０８分に強風注意報が、１０時２７

分に波浪注意報がそれぞれ発表され、本インシデント時、いずれも継

続中であった。 

インシデントの経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、空船の状態で、‘三田尻中関港

築地岸壁’（以下「本件岸壁」という。）に着岸する目的で、極微速力

で北西進した。 

船長は、本船を本件岸壁に出船右舷着けする目的で左回頭させ、主

機を微速力にて前進及び後進を繰り返しながら、本件岸壁から約  

１４０ｍ離れて平行になるよう船首を南南東に向けた。 

本船は、船首錨、船尾錨を順次投下し、船尾アンカーワイヤロープ

（以下「本件ワイヤ」という。）を左舷方に約５０～６０ｍ伸出させ

た。 

本船は、着岸作業中、風力５の風を右舷方から受けて船尾が左舷方

に圧流され、本件ワイヤが推進器に絡まり運航不能となった。 

船長は、すぐに機関を停止して海上保安部へ通報し、会社が手配し

たダイバーにより推進器に絡んだ本件ワイヤが切断された後、本船を

本件岸壁に着岸させた。 

本船の喫水は、船首約３.０ｍ、船尾約４.０ｍであった。 

船長は、本インシデント当時、強風注意報が発表されていることを



 

知っており、慣れた場所であり、このくらいの風であれば問題なく着

岸することができると思っていたが、右舷方からの風で予想よりも左

舷方へ伸出した本件ワイヤの方へ圧流され、弛んだ本件ワイヤが推進

器に絡んだと本インシデント後に思った。 

分析 

 

 本船は、強風及び波浪注意報が発表され、右舷方から西風を受ける

状況下、本件ワイヤを左舷方に伸出した状態で船首を南南東に向けて

着岸作業を行ったことから、西風により船尾が左舷方に圧流され、本

件ワイヤが推進器に絡んだことにより発生したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、強風及び波浪注意報が発表され、右舷

方から西風を受ける状況下、本件ワイヤを左舷方に伸出した状態で船

首を南南東に向けて着岸作業を行ったため、西風により船尾が左舷方

に圧流され、本件ワイヤが推進器に絡んだことにより発生したものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、着岸作業において錨を使用する場合は、風力、風向、ア

ンカーワイヤロープの状態等を考慮し、船体の動きを予測しなが

ら適切に操船すること。 

 


